
 

 

平成２３年２月４日 

 

設置計画履行状況等調査の結果等について 
（平成２２年度） 

 

 この度、平成２２年度の「設置計画履行状況等調査」の結果等をとりまとめましたの

で、お知らせします。 

 
１．調査目的等 

  この調査は、文部科学省令及び告示に基づき、大学等の設置認可及び届出後、当該設

置計画の履行状況について、各大学の教育水準の維持・向上及びその主体的な改善・充

実に資することを目的として、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会に「設置計画

履行状況等調査委員会」を設けて実施しています。 

  また、法科大学院及び教職大学院については、大学設置分科会の下に別途「特別審査 

会」を設け、特に専門的かつ詳細な調査を実施しています。 
  調査の結果、設置計画を履行する上で留意すべき事項（以下、「留意事項」という。）

がある場合には、該当大学等の設置者に対して文部科学大臣通知を発し、留意事項の内

容を伝達するとともに、文部科学省ホームページに掲載します。 

 

２．調査実施件数及び調査結果 

  
 
 

調査対象総数 
（書面調査）（件）

 
面接調査（件）

 
実地調査（件） 

 
 留意事項を付した
 大学等数  （件）

①一般 １，３３９ ４１ ３７ ５６４ 

②法科大学院   ６ ０ ０ １ 

③教職大学院 ２３ ０ １３  ４ 

合 計   １，３６８    ４１ ５０ ５７０ 

 

３．配付資料 

 ① 設置計画履行状況等調査の結果等について（平成２２年度） 

 ② 法科大学院設置計画履行状況等調査の結果等について（平成２２年度） 

③ 教職大学院設置計画履行状況等調査の結果等について（平成２２年度） 

資料 ８－２

nokamoto
長方形



 

 

 

 

 

（お問い合わせ） 

【設置計画履行状況等調査について】 

  公私立大学 

   高等教育局 高等教育企画課 大学設置室 

      室長補佐 丸山 浩 調査係長 宮川 卓也 

    電話：０３－６７３４－３３７５（直通） 

      ０３－５２５３－４１１１（内線2949,2049） 

 国立大学 

  高等教育局 国立大学法人支援課 

   専門官 羽鳥 政男 

      電話：０３－５２５３－４１１１（内線3755） 

 

【専門職大学院及び法科大学院制度等について】 

  高等教育局 専門教育課 

      課長補佐 小代 哲也 

      電話：０３－５２５３－４１１１（内線2496） 

 

【教職大学院制度等について】 

  高等教育局 大学振興課 教員養成企画室 

      室長補佐 粟井 明彦, 専門官 須原 愛記 

      電話：０３－５２５３－４１１１（内線3764,3763） 

 

 



教職大学院設置計画履行状況等調査の結果等について

（平成２２年度）

Ⅰ 調査の目的等

設置計画履行状況調査（以下，「アフターケア」という。）は，各教職大学院の教育水準の維持・

向上及びその主体的な改善・充実に資することを目的として，文部科学省令（※１参照）及び告示

（※２参照）に基づき，文部科学省が，設置認可後，当該認可時における留意事項（設置基準の要

件は満たしているが，一層の改善・充実が必要と認められた事項），学生の入学状況，教育課程の編

成・運営状況，教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について，各教職大学院から報告

を求め，書面，面接又は実地により調査するものである。

Ⅱ 実施体制及び実施方法

大学設置・学校法人審議会大学設置分科会では，アフターケアについて，運営委員会の下に「設

置計画履行状況等調査委員会」を設置し，所要の調査審議を行っているが，教職大学院については，

新たな教員養成の中核を担うものであるという制度の特質を踏まえ，特に専門的な調査審議を行う

必要があることから，「教職大学院特別審査会」（別紙１）に付託し，調査に当たっている。

教職大学院特別審査会では，本年度は，完成年度を迎えていないすべての教職大学院（昨年度開

設５，今年度開設１）と完成年度を迎えた教職大学院のうち，昨年度のアフターケアで留意事項が

付された教職大学院（１７件）（別紙２）を対象として書面調査を実施した。

書面調査は，大学から提出された「設置計画履行状況報告書」及びこれを裏付ける詳細な「補足

説明資料」に基づき実施し，書面調査の結果，大学からの追加の説明聴取が必要であると判断した

教職大学院（１３件）を対象として，実地調査を実施した。実地調査は，大学からの説明聴取，学

生インタビュー，教育委員会インタビュー及び施設設備調査を実施した。

Ⅲ 総合所見

教職大学院が開設されて３年目となる平成２２年度は，高度な実践力・応用力を育成する専門職

大学院として，さらに意欲的かつ多様な取組が設置の趣旨・計画に沿って行われ，教職大学院の設

置を契機に教育委員会との連携や，教職課程全体の活性化などの面で，着実に実績を積み重ねてお

り，昨年度のアフターケアにおいて付された留意事項にもおおむね適切に対応する努力がなされて

おり，その結果，修了生や教育委員会の評価，教員就職率において，確かな成果を生み出している。

課題であった入学定員の充足率についても，一部を除いて着実に改善されつつある。

また，本年６月の大学設置・学校法人審議会大学設置分科会において，留意事項を付すに当たっ

ては，「中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告」（平成２１年８月中央教育審議会大学分

科会）において，「設置認可時や設置認可後の設置計画履行状況等調査における指摘事項を認証評

価で活用するなど，設置認可と認証評価との連続性を確保」することが，今後の検討課題として挙

げられていることを踏まえ，アフターケアにおける「留意事項等の付し方」について，①留意事項

を付す際には，記述可能な範囲で，より具体的な背景等の記述を行うこと，②留意事項を付す際の

主な観点を共有し，留意事項の内容や水準に大きなばらつきがないようにするとともに，要望事項

についてはその他意見として大学に別途伝達し，大学の自主的な改善を促すこととした。

そのため，教職大学院特別審査会においても，上記に示された方針に基づき留意事項とすべき事

項とその他意見とすべき事項の基準を整理し，要望事項や大学の取組を促す事項についてはその他

意見とし，設置の趣旨や設置計画に記載のあった事項について適切に履行されていない場合を留意

事項とすることとした。



今年度の調査結果については，開設から３年目を迎え，多くの各教職大学院の取組の改善・充実

が図られていることを踏まえ，上記の整理に従い個別の大学の状況を調査した結果，留意事項を付

したのは４件となっている（別紙３）。

教職大学院は，教育委員会や学校等と連携しながら，教員養成課程全体の改革を図り，学部と大

学院を通した教員養成のモデルとして成果をあげることが広く求められている。また，教職大学院

では，教育委員会・学校等と連携しながら，理論と実践が融合した新しい教育方法や体制に関する

先進的な取組を着実に実施し，教員養成の中核的な機関としての役割を十分に果たすことが期待さ

れている。

そのため，今回のアフターケアの調査の全体を通じて指摘された以下の個別の事項について，す

べての教職大学院で教育内容の質の保証を図るための不断の検証を行い，その改善に努めることが

期待される。

Ⅳ 個別所見

個別に留意事項は付さなかったものの，全体の傾向として留意すべき点を含めて主な項目ごとに

所見をまとめると，以下のとおりである。

【教職大学院の目的等】

各大学では，実践的指導力・展開力を備えた新人教員の養成と実践力・応用力を備えたスクー

ルリーダーの養成を行うという教職大学院制度の役割を踏まえつつ，各教職大学院が目指す教員

養成の目的に沿って，着実に取組を進めつつある。

他方，各教職大学院が，大学として行う教育内容や養成すべき教員像について，学生や教育委

員会等と共有化されていない場合があるという指摘があった。今後，教職大学院の目的・養成す

べき教員像等をより一層明確化し，教職大学院に期待される役割を果たす必要がある。

また，教職大学院は，教員養成政策の大きな柱として創設された経緯を踏まえ，大学教員一人

一人の教員養成に係る意識改革を進め，我が国の教員養成の改革に資することが教職大学院の使

命であることを踏まえた取組が求められる。教育委員会・学校等との連携が進む中で，大学教員

がこれまでよりも学校現場に出向くようになったり，実務家教員が学部の授業を担当したりする

など，取組が段階的に進められているが，今後，学部段階や既存の大学院を含む教職課程全体に

具体的にどのような改善が図られたのか，各大学で教育委員会等の視点を加味した検証を行うと

ともに，これらの取組をさらに系統的・組織的に広げることが重要である。

【「理論と実践の融合」によるカリキュラム・教育方法】

各教職大学院では，実務家教員と研究者教員によるティームティーチングの導入など，画期的

な教育が行われている。今後，さらなる協働体制の強化により，理論の実践への応用，実践知の

理論化が図られ，「理論と実践の融合」による新しいカリキュラムや教育方法の確立が図られるこ

とが期待される。

実習については，教育委員会や学生の要望，実習の目的等を踏まえ，大学ごとに様々な方法で

実施されている。現職教員学生が現任校で実習を行う場合に，勤務との切り分けが明確でなく，

日々の業務に埋没するといった問題が指摘される一方，学校現場の課題を直ちに研究課題として

取り組めるという点で有益であるという大学も見られた。現任校での実習を行う場合には，大学

が実習の目的・達成基準等を明確にし，担当教員が定期的に現任校に訪問し指導を行ったり，職

務の負担軽減等を学校・教育委員会に依頼するなど，大学が責任を持って効果的な学習を行う体

制を整備することが求められる。



学部新卒学生と現職教員学生の合同教育については，学部新卒学生は現職教員学生からアドバ

イスを受けることができる，現職教員学生は新人教員への指導の訓練となるといったメリットが

あり，各教職大学院において，それぞれの経験や能力の差に応じた教育内容・方法の工夫が行わ

れているが，現職教員学生・学部新卒学生のそれぞれのスキルアップの観点から，引き続き，合

同教育により十分な教育効果が得られているのか検証を行い，その良さを活かしつつ，両者の力

を最大限に引き伸ばすことができるきめ細やかな指導体制を構築することが必要である。

【教育委員会等との連携】

教育委員会との連携については，各教職大学院から積極的に話合いの機会を設けるなど，改善

が見られる。しかし，教育委員会等のカリキュラムに関する要望等が教職大学院において十分に

検討されていない，都道府県等による現職教員学生の派遣人数が十分に確保されていない，採用

試験・研修の免除等の取組が進んでいないなど，教職大学院や教育委員会によって取組に対する

温度差が引き続き見られる。

今後，教育委員会・学校等との連携のための組織の実質的な運用に努め，教職大学院の設置趣

旨について一層の理解を図り，積極的な連携協力のための共通認識を確立するとともに，カリキ

ュラムや教育方法などに関して教育委員会等の要望・意見等を踏まえた改善をするなど，大学全

体として一層の連携強化が期待される。

【入学者の確保】

各教職大学院では，教育委員会に働きかけ，学部新卒学生確保のため，教員採用試験の免除，

試験合格者への名簿搭載期間の延長等のインセンティブの設定等がなされている。また，入学試

験の工夫や入学説明会の開催など努力を行い，全体として入学者定員の充足率が改善している。

しかし，いくつかの教職大学院では，定員充足率が低い状況が続いており，各教職大学院で教育

内容の質の保証を図り，現職教員や学生・社会人等に教職大学院の意義と成果を広く周知するこ

とで，学生の質を保ちつつ，安定的に定員を確保する必要がある。

【成績評価等】

各教職大学院では，授業計画（シラバス）において，一年間の授業の方法や内容をあらかじめ

明示しているものの，一部の教職大学院では，教員ごとに記述内容に濃淡があることや，実際の

実習の状況等と大きく異なるなどの課題があった。

また，授業の目標・達成基準や成績評価基準についてもあらかじめ示されているものの，学生

に十分理解されていないことや，成績評価基準があいまいであると学生が感じており，その結果

を学修等にフィードバックするような仕組みになっていない大学も見られた。

そのため，各教職大学院においては，シラバスの記述内容を見直すことや，授業の目標・達成

基準や成績評価基準を検証・再検討し，さらに明確化して学生に提示するよう努めることが求め

られる。

【教員組織整備とＦＤ活動】

実務家教員と研究者教員からなる教員組織の整備は，すべての教職大学院で行われているが，

一部の教職大学院で年齢構成のバランスを欠くなどの状態が見受けられており，順次是正が求め

られる。

ＦＤ委員会や学生による授業評価，ティーム・ティーチングによるＦＤ，公開授業によるＦＤ

などが多くの教職大学院で行われている。しかし，学生の意見等が教育課程の充実・改善に必ず

しも十分に反映されていない大学も見られた。このような取組を組織的かつ実効性のあるものと



し，さらに全学的な取組に展開するよう努めることが必要である。

【施設・設備の整備状況】

各教職大学院で，概ね認可時の計画どおり履行されているが，ネットワーク環境の整備など，

学生の学習環境の整備に課題があるなどの指摘もあり，引き続き，教職大学院の目的に照らし，

十分な教育成果をあげることができるよう，必要な施設及び設備その他諸条件の整備が求められ

る。

Ⅴ 今後の取組

本年度の調査の結果，留意事項を付された教職大学院及び平成２２年度に設置された教職大学院については，

来年度も引き続き，アフターケアを実施することとし，各教職大学院における改善状況を確認する方針である。

また，教職大学院の認証評価を行う認証評価機関との有機的な連携を図るべく，本調査の結果を認証評価機関

に送付することとしている。



※１ 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（抄）

（平成１９年３月３０日 文部科学省令第１０号）

第１４条 文部科学大臣は，設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは，

認可を受けた者又は届出を行った者に対し，その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め，

又は調査を行うことができる。

※２ 文部科学省告示第５０号（抄）

大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第３３条の規定に基づき，新たに大学院等を設置する場合

の教員組織，校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次のように定める。

平成１５年３月３１日

（１・２略）

３ 文部科学大臣は，大学院等の設置又は課程の変更を認可した後，当該認可時における留意事項，授業科目

の開設状況，教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め，必要に応じ，書類，面

接又は実地により調査することができるものとする。

※３ 学校教育法第１０９条の３（抄）

（１・２略）

３ 専門職大学院を置く大学にあつては，前項に規定するもののほか，当該専門職大学院の設置の目的に照ら

し，当該専門職大学院の教育課程，教員組織その他教育研究活動の状況について，政令で定める期間ごとに，

認証評価を受けるものとする。ただし，当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評

価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて，文部科学大臣の定める措置を講じていると

きは，この限りでない。
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松浦
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丸山
まるやま

　綱男
つなお

三
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原　徹
とおる

渡邉
わたなべ

　隆
たかし

東京家政学院大学現代生活学部児童学科　教授

東京女学館理事，東京女学館小学校長

秀明大学学頭，秀明大学教育研究所長

大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会）

名城大学教職センター長・教授、同大学院大学・学校づくり研究科 教授

和歌山大学教育学部長，教授

東京学芸大学留学生センター長，教育学部 教授

教職大学院特別審査会委員 委員名簿

千葉大学長

財団法人千葉県教育振興財団 理事長

福井大学大学院教育学研究科教職開発専攻長，教授

行田市教育委員会教育長

新潟県立看護大学長

【委　　員】

【特別委員】

【専門委員】

京都市立堀川高等学校長

東京大学大学総合教育研究センター 教授

前札幌国際大学長

国際基督教大学長

東京女子大学 教授

横浜国立大学教育人間科学部附属教育デザインセンター 教授

筑波大学大学院人間総合科学研究科副研究科長

長崎大学理事，副学長

玉川大学教育学部長，教育学研究科長，教授

大阪教育大学教職教育研究開発センター 教授

香川大学教育学部 教授

島根大学教師教育研究センター長，教育学部 教授

（別紙１）
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区　分
設置
年度

研究科・専攻名 位　　置

人

1 国立 20 教育学研究科　高度教職実践専攻 45 北海道

2 〃 20 教育学研究科　高度教職実践専攻 32 宮城県

3 〃 21 教育実践研究科　教職実践専攻 20 山形県

4 〃 20 教育学研究科　教職リーダー専攻 16 群馬県

5 〃 20 教育学研究科　教育実践創成専攻 30 東京都

6 〃 20 学校教育研究科　教育実践高度化専攻 50 新潟県

7 〃 20 教育学研究科　教職開発専攻 30 福井県

8 〃 22 教育学研究科　教育実践創成専攻 14 山梨県

9 〃 21 教育学研究科　教育実践高度化専攻 20 静岡県

10 〃 20 教育実践研究科　教職実践専攻 50 愛知県

11 〃 20 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科　教職実践専攻 60 京都府

12 〃 20 学校教育研究科　教育実践高度化専攻 100 兵庫県

13 〃 20 教育学研究科　教職開発専攻 20 奈良県

14 〃 20 教育学研究科　教職実践専攻 20 岡山県

15 〃 20 学校教育研究科　高度学校教育実践専攻 50 徳島県

16 〃 21 教育学研究科　教職実践専攻 20 福岡県

17 〃 20 教育学研究科　教職実践専攻 20 長崎県

18 〃 20 教育学研究科　教職実践開発専攻 28 宮崎県

国立計 625 人

1 私立 21 教職研究科　教職実践専攻 30 千葉県

2 〃 20 教育学研究科　教職専攻 20 東京都

3 〃 21 教職研究科　教職実践専攻 30 東京都

4 〃 20 教職研究科 高度教職実践専攻 70 東京都

5 〃 20 初等教育高度実践研究科  初等教育高度実践専攻 20 静岡県

私立計 170 人

合　計 795 人２３大学

宮崎大学大学院

長崎大学大学院

鳴門教育大学大学院

常葉学園大学大学院

１８大学

５大学

玉川大学大学院

早稲田大学大学院

山形大学大学院

福岡教育大学大学院

聖徳大学大学院

帝京大学大学院

上越教育大学大学院

奈良教育大学大学院

岡山大学大学院

福井大学大学院

愛知教育大学大学院

兵庫教育大学大学院

教職大学院設置計画履行状況等調査の対象校一覧（平成２２年度）

静岡大学大学院

山梨大学大学院

宮城教育大学大学院

群馬大学大学院

東京学芸大学大学院

入学定員

北海道教育大学大学院

大　学　院　名
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国
公
私

大　学　院　名

国立北海道教育大学大学院 ○

国立宮城教育大学大学院 ○

国立山形大学大学院 ○

私立聖徳大学大学院 ○

平成２２年度　教職大学院設置計画履行状況調査　留意事項

留　意　事　項

入学定員が充足されていない現状について十分な検証を行い、
内部進学者の確保や教育委員会との連携強化、積極的なＰＲ活
動を行うなど、必要な改善を図ることにより、学生確保に努め
ること。また、教育委員会との連携強化により、カリキュラム
や教育方法、教育体制の充実・改善を図り、教育内容の質の保
証を図ること。

学生による適切な授業科目の履修の下、単位の質の保証を行う
ため、履修登録の単位数の上限を大学として定めること。

入学定員が充足されていない現状について十分な検証を行い、
内部進学者の確保や教育委員会との連携強化、積極的なＰＲ活
動を行うなど、必要な改善を図ることにより、学生確保に努め
ること。

教育委員会との連携が不十分であり、教育委員会等との連携の
ための組織の実質的な運用に努め、積極的な連携協力のための
共通認識を確立するとともに、今後、名簿搭載期間の延長や、
カリキュラムや教育方法などに関して、教育委員会等の要望・
意見を踏まえた改善がなされるよう取組を着実に進めること。




